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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成31年2月28日(2019.2.28)

【公表番号】特表2018-503960(P2018-503960A)
【公表日】平成30年2月8日(2018.2.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-005
【出願番号】特願2017-540187(P2017-540187)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  37/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ   37/02     　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月21日(2019.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷に電力を供給するドライバ回路であって、
　安定器に接続された入力と、
　前記入力から受け取ったＡＣ電力をＤＣ電力に変換する、整流器入力を含む整流器と、
　前記整流器入力に電気的に接続され、活性化信号を受け取ったことに応答して活性化し
て前記整流器入力に短絡を生じるスイッチと、
　前記スイッチに電気的に接続され、前記ドライバ回路の過電圧状態、過熱状態及び過電
流状態のうちの少なくとも１つを検出したことに応答して前記活性化信号を生成する故障
回路と、
　前記故障回路に実質的に一定のＤＣ電流を供給するチャージポンプ回路と、
を備え、
　前記チャージポンプ回路は、第１のコンデンサ及びツェナーダイオードを含み、前記第
１のコンデンサは、前記ツェナーダイオードへの電流を制限し、前記ツェナーダイオード
は、前記故障回路に供給される電圧を制限することを特徴とするドライバ回路。
【請求項２】
　前記チャージポンプ回路は、第２のコンデンサ及びダイオードを含み、前記ダイオード
は、整流作用をもたらして前記第２のコンデンサ上の電荷を維持する、
請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項３】
　前記スイッチは、シリコン制御整流器（ＳＣＲ）である、
請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項４】
　前記スイッチは、金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）である、
請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項５】
　前記故障回路によって検出された故障状態を保持するラッチ回路を備える、
請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項６】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）管照明に電力を供給するドライバ回路であって、
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　安定器に接続された入力と、
　前記入力から受け取ったＡＣ電力をＤＣ電力に変換する、整流器入力を含む整流器と、
　前記整流器入力に電気的に接続され、活性化信号を受け取ったことに応答して活性化し
て前記整流器入力に短絡を生じるスイッチと、
　前記スイッチに電気的に接続され、前記ドライバ回路の過電圧状態、過熱状態及び過電
流状態のうちの少なくとも１つを検出したことに応答して前記活性化信号を生成する故障
回路と、
　前記故障回路に実質的に一定のＤＣ電流を供給するチャージポンプ回路と、
を備え、
　前記チャージポンプ回路は、第１のコンデンサ及びツェナーダイオードを含み、前記第
１のコンデンサは、前記ツェナーダイオードへの電流を制限し、前記ツェナーダイオード
は、前記故障回路に供給される電圧を制限することを特徴とするドライバ回路。
【請求項７】
　前記チャージポンプ回路は、第２のコンデンサ及びダイオードを含み、前記ダイオード
は、整流作用をもたらして前記第２のコンデンサ上の電荷を維持する、
請求項６に記載のドライバ回路。
【請求項８】
　基準電圧を生成する基準電圧回路を備え、前記基準電圧は、前記ドライバ回路の過電圧
状態、過熱状態及び過電流状態を判定する基準値として前記故障回路によって使用される
、
請求項６に記載のドライバ回路。
【請求項９】
　前記故障回路は、前記ドライバ回路のバス電圧を前記基準電圧と比較し、前記バス電圧
が前記基準電圧を超えたことに応答して前記活性化信号を生成する、
請求項８に記載のドライバ回路。
【請求項１０】
　前記故障回路は、前記ドライバ回路のドライバ基板の温度を検出する温度検知回路を含
む、
請求項８に記載のドライバ回路。
【請求項１１】
　前記故障回路は、前記温度検知回路の電圧が前記基準電圧を超えたことに応答して前記
活性化信号を生成する、
請求項１０に記載のドライバ回路。
【請求項１２】
　前記ＬＥＤ管照明から外へ流れる電流を検出し、前記ＬＥＤ管照明から外へ流れる前記
電流に基づいて過電流電圧を生成する電流検知回路を備える、
請求項８に記載のドライバ回路。
【請求項１３】
　前記故障回路は、前記過電流電圧が前記基準電圧を超えたことに応答して前記活性化信
号を生成する、
請求項１２に記載のドライバ回路。
【請求項１４】
　蛍光灯安定器と、
　発光ダイオード（ＬＥＤ）管照明と、
　前記ＬＥＤ管照明に電力を供給するドライバ回路と、
を備えた照明システムであって、前記ドライバ回路は、
　　前記蛍光灯安定器に接続された入力と、
　　前記入力から受け取ったＡＣ電力をＤＣ電力に変換する、整流器入力を含む整流器と
、
　　前記整流器入力に電気的に接続され、活性化信号を受け取ったことに応答して活性化
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して前記整流器入力に短絡を生じるスイッチと、
　　前記スイッチに電気的に接続され、前記ドライバ回路の過電圧状態、過熱状態及び過
電流状態のうちの少なくとも１つを検出したことに応答して前記活性化信号を生成する故
障回路と、
　前記故障回路に実質的に一定のＤＣ電流を供給するチャージポンプ回路と、
　基準電圧を生成する基準電圧回路と、
　を含み、
　前記基準電圧は、前記ドライバ回路の過電圧状態、過熱状態及び過電流状態を判定する
基準値として前記故障回路によって使用されることを特徴とする照明システム。
【請求項１５】
　前記故障回路は、前記ドライバ回路のバス電圧を前記基準電圧と比較し、前記バス電圧
が前記基準電圧を超えたことに応答して前記活性化信号を生成する、
請求項１４に記載の照明システム。
【請求項１６】
　前記故障回路は、前記ドライバ回路のドライバ基板の温度を検出する温度検知回路を含
む、
請求項１４に記載の照明システム。
【請求項１７】
　前記故障回路は、前記温度検知回路の電圧が前記基準電圧を超えたことに応答して前記
活性化信号を生成する、
請求項１６に記載の照明システム。
【請求項１８】
　前記ＬＥＤ管照明から外へ流れる電流を検出し、前記ＬＥＤ管照明から外へ流れる前記
電流に基づいて過電流電圧を生成する電流検知回路を備える、
請求項１４に記載の照明システム。
【請求項１９】
　前記故障回路は、前記過電流電圧が前記基準電圧を超えたことに応答して前記活性化信
号を生成する、
請求項１８に記載の照明システム。
【請求項２０】
　負荷に電力を供給するドライバ回路であって、
　安定器に接続された入力と、
　前記入力から受け取ったＡＣ電力をＤＣ電力に変換する、整流器入力を含む整流器と、
　前記整流器入力に電気的に接続され、活性化信号を受け取ったことに応答して活性化し
て前記整流器入力に短絡を生じるスイッチと、
　前記スイッチに電気的に接続され、前記ドライバ回路の過電圧状態、過熱状態及び過電
流状態のうちの少なくとも１つを検出したことに応答して前記活性化信号を生成する故障
回路と、
　基準電圧を生成する基準電圧回路と、
を備え、
　前記基準電圧は、前記ドライバ回路の過電圧状態、過熱状態及び過電流状態を判定する
基準値として前記故障回路によって使用されることを特徴とするドライバ回路。
【請求項２１】
　前記故障回路は、前記ドライバ回路のバス電圧を前記基準電圧と比較し、前記バス電圧
が前記基準電圧を超えたことに応答して前記活性化信号を生成する、
請求項２０に記載のドライバ回路。
【請求項２２】
　前記故障回路は、前記ドライバ回路のドライバ基板の温度を検出する温度検知回路を含
む、
請求項２０に記載のドライバ回路。
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【請求項２３】
前記故障回路は、前記温度検知回路の電圧が前記基準電圧を超えたことに応答して前記活
性化信号を生成する、
請求項２２に記載のドライバ回路。
【請求項２４】
　前記負荷から外へ流れる電流を検出し、前記負荷から外へ流れる前記電流に基づいて過
電流電圧を生成する電流検知回路を備える、
請求項２０に記載のドライバ回路。
【請求項２５】
　前記故障回路は、前記過電流電圧が前記基準電圧を超えたことに応答して前記活性化信
号を生成する、
請求項２４に記載のドライバ回路。
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